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東
京
海
上
日
動
と
イ
ン

タ
ー
リ
ン
ク
は
２
月
20

日
、
東
京
都
千
代
田
区
の

東
京
海
上
日
動
本
社
新
館

ビ
ル
で
「
荷
主
と
運
送
人

の
責
任
範
囲
」
を
テ
ー
マ

に
セ
ミ
ナ
ー
を
共
催
し

た
。
講
演
で
は
海
事
弁
護

士
と
し
て
数
々
の
実
績
を

持
つ
山
口
修
司
氏
が
、
船

荷
証
券
に
お
け
る
法
的
責

任
、
運
送
人
と
し
て
注
意

す
る
べ
き
ポ
イ
ン
ト
、
過

去
の
判
旨
判
例
な
ど
を
中

心
に
解
説
。
セ
ミ
ナ
ー
に

は
国
際
業
務
に
か
か
わ
る

企
業
担
当
者
を
中
心
に
、

当
初
の
定
員
の
１
０
０
人

を
大
幅
に
上
回
る
参
加
者

が
集
ま
っ
た
。

　
貿
易
業
務
に
か
か
わ
る

条
例
や
法
律
に
は
、
１
９

２
４
年
に
成
立
し
た
船
荷

証
券
に
関
す
る
規
則
の
統

一
の
た
め
の
国
際
条
約
で

あ
る
「
船
荷
証
券
統
一
条

約
（
ヘ
ー
グ
・
ル
ー
ル
）

や
、
そ
の
後
68
年
に
改
正

さ
れ
た
ヘ
ー
グ
・
ヴ
ィ
ス

ビ
ー
・
ル
ー
ル
、
78
年
に

成
立
し
た
国
際
海
上
物
品

運
送
に
関
す
る
国
際
連
合

条
約
な
ど
が
あ
る
。
わ
が

国
で
は
昭
和
32
（
57
）
年

に
ハ
ー
グ
条
約
を
批
准
、

国
際
海
上
物
品
運
送
法
を

制
定
し
た
。
現
在
は
、
ロ

ッ
テ
ル
ダ
ム
・
ル
ー
ル
と

呼
ば
れ
る
新
た
な
枠
組
み

の
運
送
条
約
発
効
に
向
け

て
世
界
各
国
が
し
の
ぎ
を

削
っ
て
お
り
、
条
約
が
発

効
さ
れ
た
場
合
は
わ
が
国

の
貿
易
取
引
に
与
え
る
影

響
も
大
き
い
。
貿
易
取
引

で
は
こ
れ
ら
の
条
約
を
批

准
し
て
い
る
国
と
未
批
准

国
が
あ
り
、
国
際
間
の
貨

物
を
や
り
取
り
す
る
船
荷

証
券
な
ど
の
解
釈
の
違
い

か
ら
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
こ

と
も
あ
る
。

　
セ
ミ
ナ
ー
で
山
口
氏
は

過
去
の
事
件
と
判
例
を
具

体
的
に
解
説
す
る
と
と
も

に
、
航
海
上
の
運
送
人
の

責
任
に
つ
い
て
、
海
上
そ

の
他
可
航
水
域
特
有
の
危

険
や
天
災
、
戦
争
、
暴
動

ま
た
は
内
乱
、
海
賊
行
為

な
ど
を
免
責
と
し
て
列
挙

し
た
。
特
に
、
船
舶
火
災

で
は
過
失
判
定
が
難
し
く

伝
統
的
に
免
責
と
さ
れ
る

一
方
、
消
火
装
置
が
不
十

分
だ
っ
た
場
合
な
ど
有
責

と
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る

と
述
べ
た
。
ま
た
、
海
固

有
の
危
険
に
関
し
て
、

「
嵐
が
海
固
有
の
危
険
と

い
え
る
か
否
か
は
当
該
気

象
が
当
時
の
季
節
や
場
所

を
鑑
み
て
も
到
底
予
想
で

き
な
か
っ
た
か
否
か
に
よ

る
」
と
し
て
運
送
人
の
責

任
を
認
め
た
神
戸
地
裁
の

判
例
を
紹
介
し
た
上
で
、

気
象
技
術
が
発
達
し
た
現

在
で
は
世
界
的
に
免
責
は

認
め
ら
れ
な
い
傾
向
に
あ

る
点
に
注
意
を
促
し
た
。
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